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第１章 地域分野の基本理念等 

１ 基本理念 

地域福祉とは，それぞれの地域において住民が安心して暮らせるよう，地域住民や

公私の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考

え方のことをいいます。 

地域福祉活動とは，地域に住む住民一人ひとりが，地域社会の一員として，地域福

祉のことを考え，そこにある課題を発見し，その解決に向けて主体的に取り組むこと

をいいます。地域で生じている問題の解決に向けて，住民同士が集まって話し合い，

共に取り組む地域福祉活動の姿を確認し合うことが基本となります。 

地域には様々な人々がいます。子ども，介護を受けている人，障がいのある人など，

いわゆる支援や見守りが必要な人々だけではなく，会社員，学生，主婦，商店主やそ

こで働く人々，古くから住んでいる人，新たに転入してきた人，外国人など，多様な

人々が地域社会を構成しています。さらに企業，学校，ボランティア，ＮＰＯ，協同

組合，病院，福祉サービス事業所等の多様な主体も地域社会の一員であり，福岡市に

はこれらの社会資源が数多く存在するという都市部の強みを生かし，個人に限定さ

れない多様な主体とのつながりをつくることが重要となります。 

福岡市におけるこれらのつながりは，都心部，郊外部，農山漁村部など，地域によ

って人口構成や生活の利便性等はもちろん，社会資源が大きく異なることから，小学

校区ごとに組織された自治協議会による地域のまちづくりを中心として，地域ごと

に多様な姿をみせています。 

わが国は，これまで経験したことのない超少子高齢社会を迎え，社会的孤立など関

係性の貧困の社会課題化，ダブルケアや 8050 問題など，複合化・複雑化した課題

が顕在化しています。これらは誰にでも起こりうる社会的なリスクでありながら，個

別性が高く，従来の社会保障の枠組みでは十分な対応が難しいものであるといえま

す。これらの課題の解決に向け，制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」と

いった従来の関係を超えて，人と人，人と社会がつながり，一人ひとりが生きがいや

役割をもち，支え合いながら暮らしていくことができる包摂的なコミュニティ，地域

社会をつくる「地域共生社会」の実現をめざす必要があります。 

これらの社会背景を踏まえ，地域福祉を推進するため，地域の特性に応じた支え合

い・助け合い活動の様々なエリアにおける効果的な展開や，様々な世代の住民，地域

団体や企業，ＮＰＯ，社会福祉法人等，多様な主体の積極的な地域活動への参加とと

もに，専門相談機関の包括的な支援ネットワークの充実を図ることが求められてい

ます。 

このような点を踏まえ，地域分野の基本理念を以下のとおりとします。 
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  ２ 計画の位置づけ 

〇 本分野を，社会福祉法第 107 条に基づく市町村地域福祉計画とし，福岡市社会

福祉協議会（以下，この分野において「市社協」という。）が策定する地域福祉活

動計画と相互に連携し，福岡市の地域福祉を推進します。 

〇 地域福祉計画と関連する「健康」「高齢者」「障がい者」「子ども」分野について

は，本計画の「健康・医療分野」「高齢者分野」「障がい者分野」及び「第５次福岡

市子ども総合計画」（2020 年度［令和２年度］から 2024 年度［令和６年度］

までの５年間）と相互に連携を図ります。 

〇 また，成年後見制度の利用促進に関する内容については，「成年後見制度の利用

促進に関する法律」に基づく，本市における成年後見制度利用促進基本計画として

位置づけます。 

 

  ３ 基本目標 

○基本理念に基づき，５つの基本目標を定め，各施策を実施します。 

（１） 地域福祉活動推進のための基盤づくり 

○ 地域福祉推進の柱である社会福祉協議会や民生委員・児童委員（以下，この

分野において「民生委員」という。）への支援，連携を進めるとともに，あらゆ

る世代において，共に生きる心を育み，「支え合う共生の意識」の醸成を図り

ます。 

○ また，ユニバーサルデザインの理念に基づき，誰もが住み慣れた地域で安心

して暮らせる環境づくりを進めます。 

 

（２） 身近な地域における絆づくり・支え合い活動の推進 

○ 住民に身近な圏域において，世代を超えた住民同士の多様な交流を促進し

地域のつながりの強化を図ることや地域活動の担い手の確保に向けた支援を

住民参加と自治を基盤とし，様々な主体が地域を構成する一員として相互に連携

し，支え合う福祉コミュニティの形成を通して，すべての人々が地域，暮らし，生

きがいを共に創り，高めあうことができる「地域共生社会」の実現をめざします。 

基 本 理 念 
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図るなど，様々な形で支え合い・助け合い活動に参画できる仕組みづくりを

進めます。 

 

（３） 人づくりと拠点づくり 

○ 地域で活躍できる人づくりや福祉教育の推進を図るとともに，市民ボランテ

ィアの養成に取り組みます。また地域福祉活動の拠点づくりを進めます。 

 

（４） 多様な主体との連携・共働による地域づくり 

○ 社会福祉法人・民間企業・大学や福祉人材など専門職，ＮＰＯ等の専門知

識や専門技術など，あらゆる社会資源を活用した支援の仕組みづくりととも

に，ＩＣＴ（情報通信技術）の利活用や，ＡＩやＩｏＴ，ロボットなどの最

新技術の活用に向けた取組みを進めます。 

 

（５） 包括的な相談支援ネットワークの充実 

○ 地域と連携して支援を届けるため，地域特性に応じた多様な支援ネットワ

ークの充実を図るほか，関係機関や多職種の連携を推進するなど，包括的な

支援体制の構築に向けた取組みを進めます。 
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  ４ 施策体系 

○基本目標に基づき，以下の体系により地域福祉施策を推進します。 

 

〈 推進施策 〉 

基本目標 施   策 

【基本目標１】 

地域福祉活動推進のた

めの基盤づくり 

(1-1) 地域福祉活動を推進する団体への支援と連携 

(1-2) 共生の意識の醸成 

(1-3) ユニバーサルデザインの理念による地域づくり 

【基本目標２】 

身近な地域における絆

づくり・支え合い活動

の推進 

(2-1) 絆づくりの推進 

(2-2) 校区・地区における主体的な福祉のまちづくりへ

の支援 

(2-3) 見守りと支え合い活動の推進 

(2-4) 見守りと災害時の助け合いの連携 

(2-5) 地域と連携した様々な分野の課題解決の取組み 

【基本目標３】 

人づくりと拠点づくり 

(3-1) 地域で活躍できる人づくり・福祉教育 

(3-2) 地域活動の促進に向けた環境整備 

【基本目標４】 

多様な主体との連携・

共働による地域づくり 

(4-1) 社会福祉法人・ＮＰＯ・企業等への支援と連携 

(4-2) ＩＣＴ（情報通信技術）等の先進技術の利活用 

【基本目標５】 

包括的な相談支援ネッ

トワークの充実 

(5-1) 地域との連携による課題把握の仕組みづくり 

(5-2) 権利擁護の体制充実とサービスの利用支援 

(5-3) 生活困窮者への相談支援体制の充実 

(5-4) 複合的な課題解決に向けた連携強化 
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【支え合いの地域づくりに向けた施策体系】 
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第２章 施策各論 

【基本目標１】地域福祉活動推進のための基盤づくり 

〈 現状と課題 〉 

（１）生活圏域 

〇約 160 万人の人口を抱える福岡市は，行政単位として７つの区に分かれます。市

レベルでは，地域福祉の推進を図るため，全市的な計画や各種団体との連携調整，

サービスの提供などが実施されています。 

〇概ね中学校区を単位とした圏域（30 分以内に必要な在宅サービスが提供される圏

域）を，日常生活圏域として，高齢者の総合相談窓口である「いきいきセンターふ

くおか（地域包括支援センター）」が設置されています。 

〇また，概ね小学校区を単位として，自治協議会や校区社会福祉協議会（以下，この

分野において「校区社協」という。）をはじめとする住民団体が組織されていま

す。各校区には，公民館や老人いこいの家などが設置され，様々な活動が行われて

います。 

○校区より小さい単位として自治会・町内会が全市で約 2,300 あり，8 割を超える

自治会・町内会では「ふれあいネットワーク」が組織され，見守り活動を行ってい

ます。自治会・町内会によっては地域の集会所を設けているところもあります。 

○さらに小さな単位に隣組や班といったものがあります。20 世帯規模で，概ね，回

覧板等が回るような単位です。 

○福岡市では一般的に地域コミュニティという場合には，まず自治協議会や自治会・

町内会を示す場合が多く，実際に住民自治活動の中核となっていますが，身近な地

域福祉活動は，自治会・町内会や隣組・班などの小さな単位で行われています。 

○このように福岡市では，圏域ごとに様々な活動が行われており，住民活動を支援す

る場合には，圏域レベルを踏まえた上で適切かつ重層的に施策を実施する必要があ

ります。 
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【図表〇】地域福祉における各圏域 

 

資料：福岡市作成 
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（２）地域福祉を推進する団体との連携 

〇社会福祉協議会は，社会福祉法に基づき市区町村に設置され，地域福祉の推進を担

っています。市社協は，地域福祉ソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の各区への配置な

どにより，住民による校区社協活動をコーディネートするなど，地域での福祉活動

において重要な役割を担っています。 

〇高齢者の単独世帯や共働きの核家族の増加など，暮らし方や社会環境の変化に伴

い，社会的孤立など既存の制度だけでは対応が難しい課題を抱える人とつながり，

支援を届けるため，地域資源の開発・コーディネートやアウトリーチ機能の強化を

図る取組みなどを進める必要があります。 

〇民生委員は，民生委員法に基づく非常勤・特別職の地方公務員として，全市に約

2,300 人配置され，地域の身近な相談役として，地域住民の様々な相談に応じ，

関係機関につなぐなど，福祉の最前線を担っています。 

〇支援を必要とする高齢者等が地域で増大していく一方で，近年は，民生委員のなり

手不足が全国的な課題となっており，民生委員の負担軽減とともに，その活動を支

援する対策が必要です。 

〇校区では，自治協議会や校区社協のほか，衛生連合会や食生活改善推進員協議会，

老人クラブ，子ども会，自主防災組織等の様々な団体が活動しています。地域福祉

活動の推進に向け，これらの活動団体の連携をより強化する必要があります。 

〇さらに，今後予想される福祉人材や地域活動の担い手不足に対応していくために

は，地域における公益的な取組みが義務付けられている社会福祉法人のほか，ボラ

ンティアグループ，ＮＰＯ，企業等，様々な団体の地域福祉活動への参画を促して

いく必要があります。 
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【図表〇】民生委員の活動日数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「福祉行政報告例」（厚生労働省） 

 

（３）共生の意識の醸成 

〇市民一人ひとりがそれぞれの意欲や能力に応じて，生きがいを持ちながら人生の最

期まで安心して暮らすことができるよう，尊厳が保持され，自立した生活が送れる

ことが大切です。 

〇社会構造の変化等により地域生活課題が多様化しており，認知症への理解，インク

ルーシブ教育，終活，成年後見，社会的弱者やマイノリティへの権利擁護，児童の

権利に関する条約の理念など，福祉意識を育むテーマも多様となっています。 

〇福岡市は進学や就職，転勤等による人口移動が大きく，学生や若者等の単身世帯も

多い街です。また，福岡市に住む外国人が年々増加している中，国籍や民族などの

異なる人々が，互いの文化的違いを認め合い，対等な関係を築こうとしながら，地

域社会の構成員として共に生きていくような地域づくりを進める必要性が増してい

ます。 

○このような社会背景の中で，地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら，参

加し，共生する地域社会の基盤をつくるためには，子どもから大人まで学べる福祉

教育の場や，各種のセミナー等の様々な機会を通じて，共に生きる心を育み，支え

合う共生の意識を醸成することが重要です。  
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（４）バリアフリーのまちづくり 

○福岡市では，「みんながやさしい，みんなにやさしいユニバーサル都市・福岡」の

実現を目標像として掲げており，条例等に基づき施設整備を進めることで，整備基

準に適合した施設は着実に増えています。また，高齢者や障がいのある人への理解

を深め，支え合うことができるよう，バリアフリー教室や出前講座などで「心のバ

リアフリー」の周知・啓発をおこなってきました。 

〇高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正により，既存施設を

含むさらなるハード面の対策とともに，旅客支援等のソフト対策を一体的に推進す

ることなどが求められており，引き続き，施設整備を進めるとともに，「心のバリ

アフリー」のさらなる周知，啓発を行うことが必要です。 

 

 

〈 施策の方向性 〉 

〇地域福祉活動をともに推進するため，社会福祉協議会や民生委員等への支援や連携

を進めます。 

〇あらゆる世代において，高齢者や障がいのある人，子ども，外国人などとの関わり

合いや学ぶ機会を設けることにより，以下の観点を重視し，共に生きる心を育み，

「支え合う共生の意識」の醸成を図ります。 

・世代や属性，国籍を超えた関わり，子ども自身が有する権利の理解などを通じて，

幼少期からの地域への意識と，暮らしや文化，価値観の多様性を認め合う意識を育

む 

・「支える」「支えられる」という関係性を超えて，多様な役割と参加の機会や地域で

の「支え合い」を生み出す 

・個人が地域コミュニティにおける住民同士の関係性の中で自身の希望や能力に応じ

た役割を果たすことで，自身の「やりがい」や「生きがい」を育む 

・住民と専門職の共働等を通じた地域に開かれた福祉により，社会的な孤立をなく

し，地域社会への参画を促す共生の文化を醸成する 

〇ユニバーサルデザインの理念に基づき，ハード・ソフトの両面からバリアフリー化

を推進し，施設や設備，サービス，制度，情報などがより利用しやすい環境づくり

を進め，高齢者や障がいのある人をはじめ誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせ

る環境づくりを進めます。 
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施策１－１ 地域福祉活動を推進する団体への支援と連携 

 

○福岡市の地域福祉を連携して推進していくため，福岡市社協・校区社協の地域福祉活動

の指針である「地域福祉活動計画」の実施を支援します。 

〇市社協は，社会的孤立などを背景とした地域生活課題に対応するため，地域福祉ソーシ

ャルワーカーの配置を進めるなど，地域特性に応じた小地域福祉活動の充実に向けた

取組みを推進しており，取組みの支援や連携を図ります。 

○住民の身近な相談役・支援者である民生委員は，行政とのパイプ役として地域福祉の重

要な役割を担っており，スキルアップのため，各種研修等を実施し，必要な知識や技

能の習得を支援するとともに，民生委員の活動を市民に知ってもらうため，広報の推

進を図ります。 

〇民生委員のなり手不足が全国的な課題であることを踏まえ，福岡市や社会福祉協議会

と共働して取り組んでいる事業の見直しや支援の拡充など，負担軽減に取り組みます。 

 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

社会福祉協議会地域福祉推進事

業費補助金 

地域福祉の推進に多大な役割を果たし，市民福祉の向上を目的とした事業を積

極的に実施している福岡市社協に対する事業費の補助 

福岡市民生委員・児童委員協議会

補助金 

日頃から，社会奉仕の精神をもって自主的に社会福祉の増進に努め，低所得

者の自立更生の支援，高齢者・障がい者・児童・母子等の福祉向上及び公的社

会福祉施策への協力等を行っている民生委員・児童委員の活動支援 
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施策１－２ 共生の意識の醸成 

 

〇広く市民の参加を募る福祉大会や，様々な福祉講座等の機会を通じて，あらゆる世代に

おいて，高齢者や障がいのある人，子ども，外国人などと関わり合う機会，互いの人格

や権利について学ぶ機会を設けることにより，共に生きる心を育み，「支え合う共生の

意識」の醸成を図ります。 

○地域福祉推進の取組事例の紹介や，地域福祉活動の必要性や重要性について，広報紙を

はじめとする各種チラシ・パンフレット等の紙媒体，ホームページ等の電子媒体，イ

ベントや説明会等の対面での情報発信など，多様な手段を使って普及啓発を図ります。

また，ふれあいサロンや地域カフェ等を活用した情報の発信・共有などを進め，地域

福祉活動への参加促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

【現在の主な事業】    ※＜社協＞とは，福岡市社会福祉協議会が行う事業 

事業名 事業概要 

出前福祉講座 

＜社協＞ 

学校，企業等に出向き，身体障がい者や高齢者の疑似体験等を通じて，福祉

やボランティア活動への理解を深め，活動への参加の動機付けを実施 

知的障がい者・発達障がい者を理

解する疑似体験プログラム 

＜社協＞ 

市社協が作成した「知的障がい・発達障がいについて学ぶガイドブック」等

を活用し，福岡市手をつなぐ育成会親の会の有志メンバーからなる「手をつ

なぐ応援隊」が疑似体験を通して障がい特性を理解するプログラムを実施 

市民福祉講演会＜社協＞ 市民を対象に，今日的な福祉課題等をテーマにした講演会の実施 

ホームページ・広報紙 

＜社協＞ 

地域福祉活動への関心を喚起するため，社協が行う福祉活動や新規事業，そ

の他福祉やボランティアに関する情報を広く市民に紹介 

福祉のまちづくり推進大会 

＜福岡市・社協＞ 

福祉功労者の表彰，活動事例紹介，記念講演等を実施し，広く市民が福祉に

ついて考える機会を提供 

わたしもあなたもボランティア

冊子事業 

＜社協＞ 

障がいのある人や高齢者についての理解を促し，ボランティア活動の意義

や重要性について考えるきっかけとすることを目的として，小中学生を対

象に作成した冊子を市社協ホームページに掲載 

終活相談・出前講座 

＜社協＞ 

最期まで自分らしく生き，自分の生き方を決定していくため，終活全般の総

合相談を行うほか，ふれあいサロンや地域カフェなどの場で出前講座を実

施 

 

「子どもの権利擁護の推進」 

〇児童の権利に関する条約や児童福祉法に示された子どもの権利擁護の理念についてす

べての市民が理解を深めることができるよう，様々な機会を捉えて啓発し，虐待，体罰，

いじめの防止などに取り組むとともに，子どもに関わるあらゆる分野において，子ども

の権利を尊重し，「子どもの最善の利益」を考慮した社会全体の取組みを推進します（施

策１５）。 

 
※ 第５次子ども総合計画より抜粋 
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関連する施策 

 
  

※「認知症に関する理解促進」高齢者分野に記載予定 

 
関連する施策 

 
  

※「障がい理解・差別解消の推進」障がい者分野に記載予定 
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施策１－３ ユニバーサルデザインの理念による地域づくり 

 

○高齢者や障がいのある人をはじめ，すべての人が安全かつ快適に暮らしていけるよう

に，「福岡市バリアフリー基本計画」に基づく公共交通機関等の整備や，公共交通や住

宅のバリアフリー化など誰もが暮らしやすい環境整備を推進します。また，「福岡市バ

リアフリー基本計画」に基づく重点整備地区においては，生活関連施設や生活関連経

路のバリアフリー化を重点的かつ一体的に進めていきます。 

○歩道のバリアフリー化等に加え，誰もが気軽に安心して外出できる環境づくりのため，

身近な場所へのベンチ等の設置を進めます。 

○日常生活や社会生活におけるバリアを取り除くことで，高齢者や障がいのある人，妊産

婦やベビーカーを使用する人，外国人などが，円滑に移動したり，施設を利用できる

ことなどの重要性について，市民一人ひとりが理解を深め，支え合うことができるよ

う「心のバリアフリー」を推進します。 

○視覚障がい者や聴覚・言語障がい者などに対して，障がいの特性に応じ，電話やファッ

クスを利用した災害時の避難情報配信や音声によらない１１９番緊急通報システムを

整備します。また，テキスト訳や音訳，点訳，外出ガイドなどのボランティア活動を支

援します。 

 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

ユニバーサル都市・福岡の推進 年齢，性別，能力，背景などに関わらず，誰もが思いやりをもち，すべての人

にやさしいまち「ユニバーサル都市・福岡」の実現をめざし，ユニバーサルデ

ザインの普及啓発を実施。 

・多様な媒体を活用した情報発信 

・市民や事業者等が参加するイベント等の実施 

・児童向け教材の作成，活用 

バリアフリー映画支援ボランテ

ィア養成講座 

＜社協＞ 

共生社会をめざすため，情報障がい者といわれる視覚・聴覚障がい者に，映

画を楽しむ機会を提供できるよう，日本語字幕と副音声による音声ガイドを

付与したバリアフリー映画を作成するボランティアの養成講座を開催 

在宅視覚障がい者サービス事業 

＜社協＞ 

視覚障がい者の QOL の充実を目的に，点訳（触地図作成を含む），音訳，外

出ガイド，拡大写本活動，テキスト訳活動，パソコン操作指導活動などを支

援・活性化 

視覚障がい者のための点訳・朗読・

ガイドボランティア養成講座 

＜社協＞ 

点訳，音訳，外出ガイド，テキスト訳活動のボランティア養成講座を実施 

知的障がい・発達障がい支援ボラ

ンティア養成講座 

＜社協＞ 

ボランティアグループへ所属するボランティアの養成講座を実施し，市内

中学校の特別支援学級や障がい児施設の支援活動や，個人向けの外出支援

や健康づくりのための散歩の同行などを実施 
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事業名 事業概要 

ベンチプロジェクト 誰もが気軽に安心して外出できる環境づくりのため，市内全域にベンチ等

の設置を推進 

 

 
関連する施策 

 
  

※「認知症とともに生きる施策の推進」高齢者分野に記載予定 

 
関連する施策 

 
  

※「ユニバーサルデザインに配慮したまちづくり・情報提供の推進」障がい者分野に記載予定 
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資料：福岡市作成 

  

 

 

みんなの「不便さ」は，施設を改善したり，最新式の機械に取り替えることだけでは解

決しないこともあります。 

みんなが一緒に気持ちよく暮らしていけるように，わたしたち一人ひとりが，相手の気

持ちになって考え，みんなで助け合うことが「心のバリアフリー」です。 

コラム○（心のバリアフリーについて） 
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【基本目標２】身近な地域における絆づくり・支え合い活動の推進 

〈 現状と課題 〉 

（１）地域特性 

○福岡市の小学校区は，都心・郊外・農山漁村・離島などの地域的な条件や，戸建

て，集合住宅，賃貸など，住まい方の種類が組み合わさって，地域によって特色が

異なります。 

○少子高齢化の進展状況も地域によって大きく異なり，高齢化率がすでに 50％を超

えた地域，10％に満たない地域，人口減少が始まっている地域，人口増加が続き

保育所が不足している地域など，様々です。 

〇福岡市は，古くからアジアの交流拠点として多様な文化を受け入れ発展しており，

市内には，約４万人の外国人が暮らしています。 

○地域コミュニティへの支援策も，このような本市の地域特性を踏まえて実施する必

要があります。 

 

（２）地域活動への参加意識 

〇個人が地域コミュニティにおける住民同士の関係性の中で，自身の希望や能力に応

じて何らかの役割を果たすことは，自身の「やりがい」や「生きがい」を育むこと

につながっていきます。 

〇また，地域やコミュニティにおいて，お互いを気にかけ支え合う関係性が育まれる

ことは，社会的孤立の発生・深刻化を防ぐことにも資するものであり，誰もが望め

ば多様な経路でつながり，参加することのできる環境が整備されていることが必要

です。 

○地域の絆づくりは，このような関係性の構築のため，地域分野の計画全般にわたっ

て基盤となるものです。近所同士が必要なときに助け合える関係性をつくっていく

ためには，地域活動への参加者を増やしていく必要があります。 

 

（３）見守り活動 

○福岡市では地域の見守り活動として，校区社協が中心となり，ふれあいネットワー

クを展開しています。前期の地域分野計画や「福岡市社会福祉協議会 第５期地域

福祉活動計画」ではふれあいネットワークの拡大を成果指標として掲げ，現在８割

を超える自治会・町内会でネットワークが組織されています。 

○また，ライフライン企業等が参画し日頃の訪問活動を見守りに活かす「福岡見守る

っ隊」等を結成し，より重層的な見守り体制を整えています。 
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〇近年，全国的に大規模な災害が多発する中で，平常時から地域での見守り活動を進

めることは，高齢者や障がいのある人などへの支援など，災害時の助け合いにも資

する取組みです。 

○ふれあいネットワークでは，見守り活動の幅を広げ，近隣住民による自然な助け合

いとしてごみ出しや電球交換といった日常生活のちょっとした困りごとを身近な地

域で解決する生活支援ボランティア活動も行われています。こうした見守り活動

は，孤立死の防止という役割と共に，様々な生活上の問題や地域の課題を発見する

「課題把握ネットワーク」としての役割を持っています。今後，一人暮らしの高齢

者や認知症の人が増え続けることから，さらにきめの細かい見守りのネットワーク

づくりを進める必要があります。 

 

【図表〇】福岡市がめざす重層的な見守り 

 

 

 

資料：福岡市作成 
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（４）交流活動・支え合い 

○市民意識調査においては，近所同士の付き合いについて，「会えば挨拶する」「会え

ば立ち話をする」との回答が，合計で８割近くに達しています。 

〇「お互いの家を行き来できる」「いざというときに相談したり助け合える」「普段か

ら相談したり助け合っている」との，より深い近所付き合いを回答した方は，合計

で約１割にとどまる一方で，約４割の方が，このような近所付き合いを理想と回答

しています。 

○地域には，高齢者などが定期的に集まり，交流を行うふれあいサロンが現在約

380 あり，月１回以上定期的に開催されています。地域の何らかのグループ活動

への参加を通して，無理のない運動や会話ができる機会があることは，「生きがい

づくり」，「健康づくり」，さらには「認知症予防」の観点からも大切であり，この

ような機能を有するふれあいサロン活動が，住民の身近なところで展開されること

が必要です。 

○また，今後，大幅に増加することが見込まれる高齢者などが，ある場面では支援を

受ける立場であっても，当事者の目線を大切に，別の場面では主体的に地域福祉活

動等に参加したり，就業したりするなど，意欲や能力に応じてお互いに支え合い，

助け合うことができる共生の観点が重要です。 

〇地域福祉活動の場においても，課題を抱えた人が地域の居場所づくりを支援した

り，福祉施設の入居者が，地域でちょっとした困りごとを抱えた人を支援するボラ

ンティアとして活動したりする事例が見られ，地域共生社会の実現に向け，このよ

うな多様な参加の促進を図ることが重要です。 

 

【図表〇】憩いのサロン参加による認知症リスクの低減 

  

出典：一般社団法人 日本老年学的評価研究機構

（JAGES）プレスリリース資料より抜粋【2017

年１月 No 095-16-25】 

≪エビデンス≫ 

年４回以上の「サロン※」への参加で，認

知症リスクが３割減少 

≪調査の概要と結果≫ 

年 4回以上のサロン参加は，認知症リスク

を３割低下させることが分かった。サロンを

設置し，軽い体操やおしゃべり，すごろくな

どのゲームに参加してもらうことが認知症の

予防に結びつくことが示された。 

※サロン：介護予防を目的に設置された交流の場 
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【図表〇】近所同士の付き合い（意識調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「福岡市の保健福祉に関する意識調査（令和元年 10月）」（福岡市）  
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（５）見守りや支え合いを基盤とする地域福祉活動 

〇見守りや支え合いは，誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域をめ

ざす地域包括ケアの取組みをはじめ，障がいや子どもなど様々な属性の課題解決に

向けた取組みの基盤となるものです。 

〇地域においては，保健医療福祉の専門職が関わる中で，地域住民が出会い，お互い

を知る場や学び合う機会を設けることを通じて，新たなつながりができ，地域住民

同士の気にかけ合う関係性が生まれている事例も見られます。また，地域の様々な

方が気軽に集う場となっている「地域カフェ」の広がりとともに，地域住民やボラ

ンティア団体等による「子ども食堂」「認知症カフェ」など，多様な社会的課題の

解決に向けた取組みが広がっています。 

〇さらに，商業地，農業地域など，多様な地域性を抱える福岡市においては，これま

で保健福祉以外の政策領域においても，地域とともに様々な取組みを行っており，

このような施策の推進は，一人ひとりの多様な参加の機会の創出や地域社会の持続

という観点からも重要です。 

 

〈 施策の方向性 〉 

〇地域コミュニティにおいて，個人が自身の「やりがい」や「生きがい」を育むこと

ができるよう，絆づくりの推進に向けた取組みを支援します。 

〇地域における見守りや支え合い，多様な参加の機会を確保する通いの場の充実な

ど，高齢者や障がい者，子どもなどあらゆる属性の課題解決の基盤となる地域福祉

の取組みを推進します。 

〇一人ひとりの多様な参加の機会の創出や地域社会の持続という観点から，コミュニ

ティ支援をはじめ，商店街振興やまちづくりなど，保健福祉以外の政策領域につい

ても，市が持つ多様な社会資源の活用や，施策の連携促進を図ります。 
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施策２－１ 絆づくりの推進 

 

○身近で，楽しく，魅力ある活動が行われるよう，地域団体による様々な活動の実施

を支援します。 

○楽しい活動や参加する人のやりがいや生きがいにつながるような取組みを増やすた

め，地域の特性を生かした様々な工夫や人材の活用などを行っている他の地域の先

進事例の共有化を図ります。 

○自治協議会や自治会・町内会の活動状況を地域住民に広く周知することにより，自

治会・町内会の役割の重要性と加入の必要性への理解を促進します。 

○地域コミュニティの重要性について，マンションオーナーや管理会社・管理組合へ

の理解の促進を図ります。 

○地域住民が気軽に立ち寄れる，地域住民等の運営によるふれあいサロンや地域カフ

ェなど，人と人とのつながりを豊かにする様々な集いの場の立ち上げや運営を支援

します。 

〇外国人との共生を進めるため，転入手続き時に生活ガイダンスを実施するなど，生

活ルール・マナーなどの情報提供を行うとともに，外国人住民との交流を支援しま

す。 

 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

地域デビュー応援事業 自治会・町内会が行う，幅広い世代の住民が気軽に楽しく参加し，交流でき

るような工夫を凝らした新たな取組みの支援 

“共創”自治協議会サミット 自治協議会などでの特色ある活動事例の紹介 

共創自治協議会事業 自治協議会が主体的に行うまちづくり活動を支援し，市民と行政との共働

によるまちづくりを推進 

多様な居場所づくりの支援 

＜社協＞ 

ふれあいサロンや地域カフェ，家族介護者のつどい，子ども食堂等，住民の

様々な交流の場づくり（立ち上げ，運営）の支援 

各種事例集の発行 

＜社協＞ 

生活支援ボランティアグループ活動や多様な主体との共働による地域活

動，企業の社会貢献活動等，先進的な事例の情報を集めた事例集の発行・共

有化 
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福岡市では，2004 年度（平成 16 年度）から小学校区を基本的な単位とする「自治協

議会制度」を開始し，まちづくりにおける共働のパートナーとして，取組みを推進してき

ました。 

 これまでに多くの校区で「自治の確立」が進みましたが，2014 年（平成 26 年）7 月

に「地域のまち・絆づくり検討委員会」を設置し，地域コミュニティによるまちづくりの 

  

 

 

福岡市は，在住外国人が年々増加し，これまで，多言語による情報提供，生活ルール・

マナーの紹介，日本語習得の促進，外国人住民との交流支援，相談窓口の設置など，様々

な支援を行っています。 

今般，深刻な人手不足に対応するため，在留資格「特定技能」が創設され（2019 年［平

成 31 年］４月施行），新たな外国人材の受け入れが開始しており，より一層，外国人にも

住みやすいまちづくりが必要となっています， 

コラム○（外国人との共生について） 

 

外国人との共生は，外国人が，日本の風土・文化

を理解するよう努めていくことに加え，受け入れる

側の日本人も，共生社会の実現について理解し，協

力するよう努めていくことが重要です。 

福岡市においては，小学校区単位の取組みとして，

地域のイベントなどの情報提供について，難しい言

葉を言い替えたり，ルビをふるなどの「やさしい日

本語」を活用し，外国人住民との交流を進める取組

みなどが始まっています。 

 

コラム○（共創の地域づくりについて） 

 

推進と，それに向けた地域と行政のあり方について

検討を行い，2015 年（平成 27 年）10 月に提言

をいただきました。 

いただいた提言を基に，2016 年度（平成 28 年

度）からは，企業 NPO，大学など様々な主体を巻き

込みながら，地域の未来を共に創る「共創」の取組

みを推進しています。 

 ≪キャプション≫ 

≪キャプション≫ 
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施策２－２ 校区・地区における主体的な福祉のまちづくりへの支援 

 

○地域住民が自分たちの住む地域の課題を主体的に考え，共有し，解決に向けて取り

組んでいくために，校区社協や自治協議会等の地域団体による「校区福祉のまちづ

くりプラン（校区地域福祉活動計画）」の策定を市社協と連携して支援していきま

す。 

○地域の健康課題を「見える化」し，校区保健事業懇談会において共有及び方針の協

議を行い，主体的に地域住民が健康なまちづくりを推進していけるように支援しま

す。 

○地域住民が自分の地域に愛着が持てるよう，地域の魅力や特性を住民が共有し，幅

広い多くの住民の参画により，楽しくやりがいをもってまちづくりに取り組めるよ

う支援します。 

 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

校区福祉のまちづくりプラン（校

区地域福祉活動計画）の作成支援 

＜社協＞ 

住民が地域の課題を共有し，めざす地域像や解決策を話し合う場（福祉座談

会など）を設け，地域ごとの課題や特性に応じた福祉活動の展開を支援。そ

の話し合いの過程をプランとして記録に残し，住民等へ広く周知する取組

みを支援 

校区福祉座談会事業 

＜社協＞ 

地域住民ワークショップなどの手法を活用しながら地域の実情を知り，課

題を把握・共有し，解決策を検討する場として座談会を開催 

校区ビジョンの策定支援 ワークショップ等の手法を活用し，校区の将来像や目標等（ビジョン）を策

定する自治協議会等への支援 

地域ケア会議 小学校区レベルにおける地域ケア会議など，地域課題の発見や地域づくりなど

を通して，それぞれの実情に合わせた取組みにつなげるため，地域住民，関係

機関・団体，いきいきセンター（地域包括支援センター），行政等が，地域の高

齢者の課題について意見交換を実施 

校区保健福祉事業懇談会 地域との共働による保健福祉事業を推進するため，校区の各団体代表と校区の

保健福祉の課題等について情報を共有するとともに，方針や連携体制について

協議を実施 
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施策２－３ 見守りと支え合い活動の推進 

 

○高齢者や障がいのある人，子どもや子育て家庭など，地域において支援を要する

人々に関する情報交換と日常的な見守り活動ができるよう，地域福祉ソーシャルワ

ーカーを配置し，ふれあいネットワークの拡充を支援するとともに，支援を要する

人々が地域で社会参加できるよう環境を整えます。 

○ふれあいネットワークなどによる地域の見守り，介護保険サービスなどの福祉サー

ビスを利用する中での見守りのほか，企業の家庭訪問業務を見守りに活かす「福岡

見守るっ隊」の取組みを進め，重層的な見守り体制を構築します。 

○地域や校区で行われている様々な団体の支え合い活動を推進します。 

○定期的な交流や運動プログラム等を通して孤立や認知症，介護予防を図るふれあい

サロンについて，さらなる拡充を支援します。 

○元気な高齢者がちょっとした生活支援ボランティア活動に参加したり，身近な場所

に集い会話を楽しんだりすることには，介護予防の効果も認められており，社会参

加・生活支援・介護予防のつながりに着目した取組みを進めます。 

○高齢者の生活支援・介護予防活動の充実等を図るため，生活支援コーディネーター

の配置を進め，行政，社協，いきいきセンターふくおか（地域包括支援センター）

等の関係主体が連携し，地域資源の発掘や担い手の養成などの資源開発，関係者間

の情報共有や連携体制づくりなどのネットワーク構築，さらに住民ニーズとサービ

ス資源のマッチングなど，多様な主体による多様な支援の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「身近な地域における子育て支援の充実」※配置箇所変更 

〇地域全体で子どもと子育て家庭を見守り支える環境をつくるため，身近な地域にお

いて乳幼児の親子や子どもたちが集い，安全に安心して活動できる交流の場や機

会の提供，一時預け先の確保，身近な子育て相談，地域における人材の育成などに

取り組みます（施策３）。 

【主な事業】 

・地域子育て交流支援事業 

・地域ぐるみの子育てネットワークづくり 

・ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

・こんにちは赤ちゃん訪問事業 など 

 

 

※ 第５次子ども総合計画より抜粋 
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【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

ふれあいネットワーク 

＜社協＞ 

地域住民や団体がネットワークをつくり，高齢者などの見守り活動等を実施 

ふれあいサロン 

＜社協＞ 

閉じこもりがちな高齢者や障がいのある人等の孤立防止や介護予防，生き

がいと健康づくり等を目的に，レクリエーションなどサロン活動を実施 

家族介護者支援 

＜社協＞ 

在宅で家族を介護している人を身近な地域で支える取組みを支援 

地域福祉ソーシャルワーカー 

（ＣＳＷ）の配置 

＜社協＞ 

区社協の校区担当職員を全員地域福祉ソーシャルワーカー（ＣＳＷ）として

配置し，各区社協が蓄積した支援ノウハウや先進事例等を共有し，地域での

見守りの仕組みづくりや居場所づくり，助け合い活動を支援 

福祉有償運送 運送運営協議会を運営するとともに，相談や実施団体への助言，指導，ボラ

ンティア運転手の養成支援などを実施 

生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーターの配置などにより，地域における資源開発やネ

ットワーク構築，ニーズとサービスのマッチングを行い，多様な主体による

多様な支援の充実を図る。 

生活支援ボランティアグループ

支援（ご近所お助け隊支援事業） 

＜社協＞ 

日常のちょっとした困りごとを解決するボランティアグループの立ち上

げ・運営や，元気高齢者の活躍の場として活動につなぐ支援を実施。 

グループに対し活動経費の一部を助成。 

地域との協働による買い物等支

援推進事業 

買い物支援推進員を設置し，企業・事業所等の地域資源の掘り起こしを進

め，これと地域をマッチングすることで，地域の特性やニーズに応じた，多

様で持続可能な買い物支援の仕組みを構築 
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施策２－４ 見守りと災害時の助け合いの連携 

 

○日頃から災害時の避難等に支援を要する人々（以下，「要支援者」という。）に関す

る情報交換や見守り活動の充実を支援します。 

○地域の自主防災組織などが行う防災訓練への住民の参加を促すとともに，要支援者

への情報伝達や避難支援等を含む防災訓練が実施されるよう支援します。 

○災害対策基本法の定めにより，災害発生時，又は災害が発生するおそれがある場合

に，特に避難支援等を要する者の名簿（以下，「避難行動要支援者名簿」という。）

を作成し，名簿情報(以下，この頁において「情報」という。)を提供することにつ

いて，本人の同意を得た者の情報を災害の発生に備え，避難支援等の実施に携わる

関係者（以下，「避難支援等関係者」という。）に提供します。 

〇防災に関する出前講座の実施や避難支援等関係者向けのハンドブックを作成・配布

するなど，避難行動要支援者名簿制度の周知に努め，個別計画の作成支援など避難

支援等関係者による災害時の避難支援等を促進します。 

○また，情報の提供に際しては，情報の提供を受ける者に対して，情報漏えい防止の

ための措置を講じます。 

○要配慮者については，その健康状態などに留意し，必要に応じて，避難所内に福祉

避難室を設けるとともに，避難所での生活が困難な要配慮者のための福祉避難所の

確保を行います。さらに市社協が運営する災害ボランティアセンターとの連携によ

り，災害時の支援体制を構築するとともに，避難所や災害ボランティアセンターの

運営に関しては，地域住民やボランティア，NPO や大学・企業等，多様な主体と

の連携・共働に努めます。 

〇避難所の運営においては，男女双方の視点や性的マイノリティ，高齢者，障がい

者，外国人等の視点にも配慮するなど，適切な支援に努めます。 

〇災害発生時，情報の取得が難しい聴覚・視覚障がい者や外国人，観光客，ビジネス

客に対しても，避難情報の提供や避難場所の明示について配慮します。 

 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

ふれあいネットワーク 

＜社協＞【再掲】 

地域住民や団体がネットワークをつくり，高齢者などの見守り活動等を実施 

災害ボランティア活動推進事業 

＜社協＞ 

災害への備えについて市民意識の向上を図るとともに，災害時の支援活動

に迅速に対応できる人材の育成を目的とした研修・講座・訓練を実施 

「地域福祉活動における個人情

報共有化に関する取扱いの指針」

の普及啓発出前講座 

＜社協＞【再掲】 

個人情報の保護と活用についての正しい理解を促し，地域で個人情報の取

扱いのルール作りが進むよう，地域福祉活動推進の視点から作成した指針

を活用した出前講座を実施 
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事業名 事業概要 

福祉避難所 福祉施設等と福祉避難所の指定に関する協定を締結し，避難所での生活が

困難な者を受け入れるための二次避難所として開設 

 

 
関連する施策 

 
  

※「災害対策の推進」高齢者分野に記載予定 

 
関連する施策 

 
  

※「災害対策の推進」障がい者分野に記載予定 
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施策２－５ 地域と連携した様々な分野の課題解決の取組み 

 

〇地域における見守りや支え合いは，誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

る地域をめざす地域包括ケアの取組みをはじめ，障がいや子どもなど様々な属性の課

題解決に向けた取組みの基盤であり，引き続き，関係施策を着実に推進するとともに，

施策間の連携促進を図ります。 

〇福岡市が商業地，農業地域など，多様な地域性を抱えることを踏まえ，一人ひとりの多

様な参加の機会の創出や地域社会の持続という観点から，コミュニティ支援をはじめ，

商店街振興やまちづくりなど，保健福祉以外の政策領域についても，市が持つ多様な

社会資源の活用や，施策間の連携促進を図ります。 

 

【図表○】 地域福祉の基盤となる見守りや支え合い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福岡市作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇地域包括ケアの推進（高齢者分野 基本目標１） 

「地域包括ケア」とは，高齢になっても誰もが住み慣れた地域で自立した生活を安心

して続けることができるよう，医療や介護，生活支援などのサービスが一体的に切れ目

なく提供される仕組みです。 

医療や介護等の多職種や地域住民との共働のもと，個別ケースの支援のあり方の検討

や地域の関係機関相互のネットワークの構築等を図るため，「地域ケア会議」の開催や，

医療介護の連携，生活支援・介護予防活動の充実など，地域の実情に応じた様々な取組

みを進めています。 
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〇安心して地域で生活できる体制づくり（障がい者分野 施策１－１） 

 障がい者及び障がい児の地域生活支援体制を構築し，福祉の増進を図るため，「障がい

者等地域生活支援協議会」において関係機関，関係団体が相互の連携を図り，地域におけ

る障がい者・児への支援体制に関する課題について情報を共有し，関係機関等の連携の緊

密化を図るとともに，地域の実情に応じた体制の整備等について協議を進めるなど，障が

いの有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域

社会を実現するための取組みを進めています。 

〇子どもの健やかな育成に向けた地域や市民との共働，社会全体での支援（第５次子ども

総合計画 基本的視点） 

 第５次子ども総合計画において，すべての子どもが夢を描けるまちをめざして，すべて

の子どもの権利の尊重（視点１），地域や市民との共働（視点４），社会全体での支援（視

点５）など，施策の推進にあたって必要となる５つの基本的視点を掲げ，施策の充実強化

に取り組んでいます。 

 

 

福岡市には 138（平成 29 年度福岡市商店街実態調査） 

の商店街があります。 

商店街は，買い物をする場所であるのみならず，買い物 

に来た地域住民の憩いの場であるほか，地域のイベントや 

防犯・防災等の地域コミュニティ活動の一翼を担うなど， 

地域に住む人々とともにコミュニティを形成し，地域の 

暮らしを支える生活基盤として，多様なコミュニティ機能 

を担ってきました。 

近年では，高齢化が進展する中，買い物弱者の問題が 

大変重要な課題となり，地域の商店街が，地元自治協議会 

や社会福祉協議会，校区内の企業と一緒に，その解決に取 

り組む例も見られます。 

福岡市では，商店街が取り組む少子化・高齢化等の地域 

課題の解決に向けた事業に対し，一部費用を助成するなど 

して支援を行っています。 
 

  

コラム○（商店街振興について） 

 

≪キャプション≫ 
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【基本目標３】人づくりと拠点づくり 

〈 現状と課題 〉 

（１）地域における福祉教育の推進 

○より多くの人々が地域の支え合い・助け合い活動に参加するためには，自分たちが

住む地域について考え，主体を形成するための福祉教育が基盤となります。福祉教

育においては，子どもの豊かな成長の促進から地域福祉の推進まで，幅広い分野が

テーマとなります。このため，子どもから大人まで学べる福祉教育の場が必要であ

り，学校や企業，地域での集まり，各種セミナー等において，福祉に関する様々な

学習の機会や情報，福祉体験，交流の場を提供していく必要があります。 

 

（２）地域福祉活動の拠点 

〇同世代や同じ属性の住民が交流することを目的とした場や居場所は，共通の問題を

抱える人同士が共感し合い，仲間となり，思いを分かち合うことができ，他者や社

会とつながるきっかけともなることから，引き続き，多様に存在していくことが必

要です。 

〇さらに，住民の創意や自主性を受け止めることで，地域住民同士の関係性が多様に

広がっていくことを促していくため，世代や属性を超えて住民同士が交流できる場

や居場所の必要性も高まっています。 

○福岡市の地域福祉活動の拠点として，校区レベルでは，公民館がその役割を担って

おり，引き続き，地域コミュニティ支援の中心的な役割が求められています。 

○公民館のほかにも，ボランティア活動者をはじめとした市民の福祉の全市レベルの

拠点施設として「市民福祉プラザ」が，区レベルで市民活動に用いることが可能な

施設として市民センター，老人福祉センターがあり，校区レベルでは老人いこいの

家があります。 

○地域福祉活動を推進するためには，活動拠点や交流の場を望む声が多く，身近な場

所での拠点づくりを進める必要があります。 

 

〈 施策の方向性 〉 

〇身近な地域における地域福祉活動や，高齢者や障がいのある人，子ども，外国人な

ど支援が必要な人との関わり合い，研修等の機会を通じて，地域ぐるみで福祉を学

び合う取組みを進めます。 

〇他者や社会とつながるきっかけとなる場づくりを促進するため，公民館や老人福祉

センター等の活用のほか，空家の福祉的な活用を支援するなど，地域福祉の拠点づ

くりを進めます。  
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施策３－１ 地域で活躍できる人づくり・福祉教育 

 

○社協等と連携し，地域で活動している人たちを対象とした講座の開催や，地域福祉活

動へのアドバイスなどを行い，人材の育成を支援します。また，地域における研修等

の機会を通して，自分たちの住む地域の課題を地域ぐるみで考える機会の提供や，地

域住民をまとめ，牽引し，地域の福祉課題を解決する具体的な行動や実践に結びつけ

られるリーダーの育成を図ります。さらに，地域福祉活動に参加していない住民への

広報・啓発など，人材の掘り起こしを意識した事業の実施を支援します。 

○高齢者や障がいのある人と交流する機会を提供するなど，様々な場面を通じて，高齢者

や障がいのある人への理解を促進する取組みを進めます。 

○高齢となっても自らの知識や能力を生かして地域福祉活動やボランティア活動に参

加，活躍できるようにシニア向けのボランティア講座などを開催します。また，学生

など若い世代が地域福祉活動に参加できるように，大学や社協等と連携し，学生ボラ

ンティアと地域を結びつける支援を行います。 

○地域活動に取り組む人材を育成する研修会を開催するなど，支え手のスキルアップの

支援を行います。また，女性リーダーを育成するための講座を開催するなど，地域の

諸団体における女性の活躍を促進するための支援を行います。 

 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

出前福祉講座 

＜社協＞【再掲】 

学校，企業等に出向き，身体障がい者や高齢者の疑似体験等を通じて，福祉

やボランティア活動への理解を深め，活動への参加の動機付けを実施 

校区福祉座談会事業 

＜社協＞【再掲】 

地域住民ワークショップなどの手法を活用しながら地域の実情を知り，課

題を把握・共有し，解決策を検討する場として座談会を開催 

校区福祉のまちづくりプラン（校

区地域福祉活動計画）の作成支援 

＜社協＞【再掲】 

住民が地域の課題を共有し，めざす地域像や解決策を話し合う場（福祉座談

会など）を設け，地域ごとの課題や特性に応じた福祉活動の展開を支援。そ

の話し合いの過程をプランとして記録に残し，住民等へ広く周知する取組

みを支援 

シニア地域サポーター養成事業 

＜社協＞ 

シニア世代を中心とした地域福祉活動のボランティア養成講座を実施 

 

 
関連する施策 

 
  

※「支え合う環境づくりと福祉・介護人材の確保」高齢者分野に記載予定 

 
関連する施策 

 
  

※「認知症に関する理解促進」高齢者分野に記載予定 
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施策３－２ 地域活動の促進に向けた環境整備 

 

〇老人福祉センターについて，高齢者の社会参加活動の拠点として講座や相談など様々

な事業を実施するとともに，「健康づくり」や「就業支援による生きがいづくり」の

機能強化を図ります。また，老人福祉センター及び老人いこいの家で行われる様々な

活動を支援します。 

○公民館について，地域コミュニティ活動を支援するため，地域団体等と連携し，人材

育成・発掘のための取組みを実施するとともに，公民館だより等を活用し，地域の活

動などの情報発信を支援していきます。 

○地域の空家を居場所などの福祉目的に活用するため，市社協が実施する，空家を貸し

たい人と借りたい人のマッチングなどの取組みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

市民福祉プラザ 市民の福祉への理解や福祉活動への参加を支援し，相互に助け合い，支え合

う豊かな福祉社会を実現することを目的として，市民福祉の総合相談・支援

センターを設置 

企業や福祉施設との連携 

＜社協＞ 

企業や福祉施設が保有するスペース，資機材，人材，スキルの活用等に向け

たコーディネートの実施 

老人福祉センター 高齢者の健康の増進，教養の向上，レクリエーション，就業の支援による生

きがいづくり及び各種相談等に関する事業を実施するため老人福祉センタ

ーを設置・運営 

「身近な地域における子育て支援の充実」 

○地域全体で子どもと子育て家庭を見守り支える環境をつくるため，身近な地域におい

て乳幼児の親子や子どもたちが集い，安全に安心して活動できる交流の場や機会の提

供，一時預け先の確保，身近な子育て相談，地域における人材の育成などに取り組みま

す（施策３）。 

【主な事業】 

・子どもプラザ（地域子育て支援拠点事業） 

 

「子どもの居場所や体験機会の充実」 

〇放課後や長期休暇などに子どもたちが安全に過ごし，それぞれの状況に応じて主体的

に活動できる場を充実させるとともに，地域における居場所づくりや支え合いの活動

を支援します（施策６）。 

 

 

※ 第５次子ども総合計画より抜粋 
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事業名 事業概要 

老人いこいの家 高齢者に対して教養の向上，レクリエーション及び相互親睦のための場を

提供し，高齢者福祉の増進を図るため，老人いこいの家を設置・運営 

多様な居場所づくりの支援 

＜社協＞ 

ふれあいサロンや地域カフェ，家族介護者のつどい，子ども食堂等，住民の

様々な交流の場づくり（立ち上げ，運営）の支援 

社会貢献型空家バンク事業 

＜社協＞ 

空家を子ども食堂や地域サロン，高齢・障がい福祉事業所等の活動拠点とす

るため，法務・税務・建築等の各種専門家と共働して総合相談窓口を設置・

運営し，空家の福祉活用を推進 

子どもの食と居場所づくり支援

事業 

子どもたちへの温かい食事の提供に加えて，調理や学習支援，昔遊びなどの

居場所づくり活動を行うＮＰＯやボランティア団体等に対し，活動経費を

一部助成 

地域の子どもプロジェクト 

＜社協＞ 

子ども食堂などの子どもの居場所の立ち上げ支援や，福祉施設，大学など多

様な社会資源との連携・共働により，地域の居場所での学習支援や生活の知

恵，文化，生活習慣の伝承等を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

みなさんの身近にある公園も，あらゆる世代の方々が様々な活動を行うことができる貴

重な場所であり，健康づくりや多世代交流，地域活動の場としても大きな役割を果たすポ

テンシャルを持っています。 

コラム○（魅力ある地域の公園づくりについて） 

 

福岡市では，公園活用の自由度を高めるため，公

園利用者や地域の方々で話し合って，みなさん自身

で公園の利用ルールを作り，地域で公園を管理運営

することで，これまでの公園ではできなかったバー

ベキューやフリーマーケットなどの様々なイベント

をできるようにする「コミュニティパーク事業」を

実施するなど，地域にとって使いやすく魅力的な公

園づくりを進めるとともに，地域コミュニティの活

性化に寄与することをめざしています。 

 
≪キャプション≫ 



- 36 - 

【基本目標４】多様な主体との連携・共働による地域づくり 

〈 現状と課題 〉 

（１）地域福祉活動の推進と多様な主体 

○地域の支え合い活動は，校区や自治会・町内会等の身近な場で行われていますが，

より広い範囲での活動や，より組織的な仕組みの中での活動を望む市民も増えてい

ます。また，地域の事業所・施設・病院・企業等も地域社会の一員です。 

〇様々な形態で活動する市民が増えることは，地域共生社会の実現をめざし，複雑

化・複合化する地域課題・生活課題の解決に向けた取組みを進めるにあたっても有

用であり，このような多様な主体と連携して地域の絆づくり・支え合いを支援する

ことが必要です。 

○超高齢社会を迎え，介護等のニーズが増大する中で，在宅生活を送る高齢者を支え

るには，住民による支え合い活動や専門職の確保にも限界があり，また，在宅生活

の維持に必要なサービスをすべて介護保険制度等の公的施策で賄うことも難しくな

ります。多様で効率的かつ良好な民間福祉サービスなど，民間のビジネスの力を今

後さらに活用することが必要です。 

 

（２）社会福祉法人，ＮＰＯ，企業等との連携 

○平成 28 年の社会福祉法の改正において，社会福祉法人の公益性・非営利性を踏ま

え，各法人が創意工夫をこらした多様な地域における公益的な取組みを推進するな

ど，社会福祉法人の地域社会への貢献が求められています。 

○また，近年，大学等が地域に入り，地域の住民やＮＰＯ等とともに，地域の課題解

決や地域づくりに継続的に取り組み，地域の活性化や人材育成に資する，いわゆる

「域学連携」の取組みが拡大しています。こうした取組みは，大学等や地域にとっ

て双方にメリットがあり，さらなる充実が望まれています。 

○現在，地域において，コミュニティの成長と豊かな社会づくりをめざし，ＳＤＧｓ

（国連サミットで採択された持続可能な開発目標）を実施指針とするなど，ＣＳＲ

（社会貢献活動）を積極的に推進する企業も増えています。 

○市民が自ら社会の課題解決に参加する姿として，個人個人が様々なボランティア活

動に参加したり，ボランティアグループを結成して活動したりする形があります。

また，より事業性を高めた活動をめざして，ＮＰＯという形が選択されることも多

くなっています。 

○ＮＰＯ活動やボランティア活動全般については，ＮＰＯ・ボランティア交流センタ

ー（あすみん）を拠点とし，また，社協が運営するボランティアセンターでは，福

祉ボランティア活動を中心に，その支援を行っています。 
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○福岡市では市社協がボランティアセンターを設置し，ボランティアの育成やコーデ

ィネートを行っていますが，複雑化・複合化する課題への対応力の向上を図るた

め，コーディネートの幅を企業にも広げるなど，ボランティアセンターの機能強化

が求められます。 

○ＮＰＯには介護などの福祉事業を主としている団体もあり，社協ボランティアセン

ターとＮＰＯ・ボランティア交流センター（あすみん）は，より連携を深め，ボラ

ンティアやＮＰＯなど広範な市民活動のさらなる拡充を図る必要があります。 

〇地域社会を構成する多様な主体が，様々な取組みを主体的に実践していくととも

に，相互に連携を図り，共働していくことが大切です。 

 

（３）ＩＣＴ等の利活用 

○近年ＩＣＴ（情報通信技術）の進歩は目覚ましいものがあります。地域福祉活動の

支え手の負担を軽減していくためには，こうした最新の技術の利活用を積極的に進

めていく必要があります。 

〇また，新型コロナウイルスなどの感染症予防を踏まえ地域福祉活動を実施していく

ためには，地域福祉活動に，密集，密接，密閉を回避する新しい生活様式など必要

な感染症対策を取り入れていくとともに，ＩＣＴ等（情報通信技術）の最新の技術

も活用した取組みの工夫が求められます。 

○一方で，高齢者のＩＣＴ利用率は他の世代に比べて低く，ＩＣＴに馴染みのない方

も多いことから，ＩＣＴの利活用にあたっては，高齢者のＩＣＴを使いこなす能力

の向上を図るためのアプローチも重要となります。 

○少子高齢化の進展や厳しい財政状況に直面する中で，市民にとって必要度の高い事

業を実施するためには，限りある資源を最大限に活用し，健康寿命の延伸など具体的

な成果を得られる施策を展開する必要があり，そのためには，より信頼性の高いエビ

デンスを，できる限り収集・活用して施策を行っていくことが効果的です。 

 

 

〈 施策の方向性 〉 

〇社会福祉法人・民間企業・大学や福祉人材などの専門職や，ＮＰＯ等の専門知識や

専門技術など，あらゆる社会資源を活用した支援の仕組みづくりを進めます。 

〇福祉人材不足等の様々な課題の解決，より効率的・効果的な施策展開とともに，地

域福祉活動における感染症対策を図るため，ＩＣＴ（情報通信技術），ＡＩやＩｏ

Ｔ，ロボットなどの最新技術や，科学的根拠（エビデンス）の活用に向けた取組み

を進めます。 
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施策４－１ 社会福祉法人・ＮＰＯ・企業等への支援と連携 

 

○近年では福祉課題に取り組む各種ボランティアグループや NPO 等のほか，ＳＤＧｓ

を実施指針とするなどＣＳＲ（社会貢献活動）の一環として地域活動に取り組む企業

が増えており，様々な主体が地域福祉の推進の一翼を担っていけるよう支援します。 

〇企業等の地域への参加による地域活動の活性化や，ビジネスの力による地域課題の解

決を図るため，セミナー等の開催や，企業等と地域とのマッチングなどの支援を実施

します。 

○地域における公益的な取組みが責務とされている社会福祉法人による地域福祉，社会

福祉の向上に向けた活動を，社協と連携して支援します。 

○ボランティア・NPO 活動の拡充に向け，社協ボランティアセンターの活性化を図り

ます。 

○ボランティアセンターとＮＰＯ・ボランティア交流センター（あすみん）が連携を図

ることにより，テーマ型の活動団体であるＮＰＯをエリア型の活動団体である校区社

協や自治協議会につなぎ，地域の課題解決を進めます。 

 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

社会福祉法人による地域におけ

る公益的な取組みに向けた共働 

＜社協＞ 

市社協施設部会，各種別協議会，既存の事業所ネットワーク等の場を活用，

社会福祉法人による地域における公益的な取組みについて提案や支援を実

施 

企業ボランティア育成事業 

＜社協＞ 

勤労者がボランティアや社会貢献活動に参画できるよう，ボランティア体

験プログラムを提供 

ボランティアセンター 

＜社協＞ 

ボランティア活動に関する相談・登録・斡旋，ボランティアの育成，ボラン

ティア活動に関する広報・情報提供等を目的とし，ボランティアセンターを

設置 

ボランティアコーディネーショ

ン事業 

＜社協＞ 

市民の技能や知識・経験を活用し，人材発掘やボランティアへの紹介調整を

行い，地域課題の解決等の支援を実施 

ＮＰＯ・ボランティア交流センター

（あすみん） 

ＮＰＯやボランティアなどによる市民公益活動に関する情報・交流の場を

提供するため設置 

ふくおか共創プロジェクト 

 

様々な主体を個別につなぐ専門スタッフ「共創コネクター」を配置し，地域

の活性化や課題解決に向けた新たな取組みを支援 

地域とともに地域活動に取り組んでいる企業等の事例発表や，地域と企業

等のマッチングを行うセミナー等の開催 

地域との協働による買い物等支

援推進事業【再掲】 

買い物支援推進員を設置し，企業・事業所等の地域資源の掘り起こしを進

め，これと地域をマッチングすることで，地域の特性やニーズに応じた，多

様で持続可能な買い物支援の仕組みを構築 
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福岡 100PARTNERS(パートナー

ズ) 

 福岡 100 がめざす誰もが健康で自分らしく暮らせる社会の実現に向けた

取組みを実践・応援する企業や大学を「福岡 100PARTNERS」として登録し，

産学官民一体となった福岡 100の機運醸成を推進 

災害ボランティア活動推進事業 

＜社協＞【再掲】 

災害への備えについて市民意識の向上を図るとともに，災害時の支援活動

に迅速に対応できる人材の育成を目的とした研修・講座・訓練を実施 

企業と連携したファンドレイジ

ングの取組み 

＜社協＞ 

寄付付き商品事業（コーズマーケティング）の推進等により，企業のＳＤＧ

ｓやＣＳＲ活動と社会課題の解決のコーディネートを実施 
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施策４－２ ＩＣＴ（情報通信技術）等の先進技術の利活用 

 

○高齢者の見守りや介護サービス，地域での支え合い・助け合い活動等にＩＣＴ（情報

通信技術）を取り入れるなど，新たな手法の導入により，効果的・効率的な事業へ向

け見直しを図り，活動者の負担軽減を図ります。 

〇医療や介護における人材不足，重症化予防などの様々な課題解決や，地域福祉活動に

おける感染症対策を図るため，ＩＣＴ（情報通信技術），ＩｏＴやＡＩなどの先進技

術の活用に向けた取組みを進めます。 

〇医療や介護などの行政において蓄積されているデータの分析や，科学的根拠（エビデ

ンス）の収集・活用を通して，より効率的・効果的な施策の立案と推進を図ります。 

 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

地域包括ケア情報プラットフォ

ーム構築事業 

高齢者やその家族に多様なサービスが一体的に切れ目なく提供される地域

包括ケアの実現に向け，保健・医療・介護等に関するビッグデータを一元的

に集約・管理する情報通信基盤を構築し，ＩＣＴの活用により，地域ニーズ

の見える化や医療・介護における多主体間の連携などを実現するシステム 

認知症の人の見守りネットワー

ク事業 

高齢者の早期発見・保護のため，協力サポーター等への捜索協力依頼のメー

ル配信 

 

 
関連する施策 

 
  

※「ＩＣＴ（情報通信技術）やロボット等の利活用」高齢者分野に記載予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

近年，スマートフォンをはじめとするＩＣＴ機器の機能向上などを背景に，ちょっとした

連絡や情報共有のためにアプリを活用するなど，ＩＣＴ活用のすそ野が広がっています。 

地域によっては，ＩＣＴ機器に慣れない高齢者などを対象に，独自に地域講座などを開

催する取組みも実施されています。 

コラム○（地域福祉活動におけるＩＣＴの活用等について） 

 

≪キャプション≫ 

福岡市社会福祉協議会は，地域の実情に応じて，支

援者の負担軽減や，活動の幅を広げるとともに，感染

症対策として「はなれて，つながる」ことができるよ

う，ふれあいサロン，ふれあいネットワークなどの小

地域福祉活動にＩＣＴの活用などの工夫を取り入れる

ための支援手法の構築に取り組むなど，持続的で幅の

ある地域福祉活動の充実をめざしています。 
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【基本目標５】包括的な相談支援ネットワークの充実 

〈 現状と課題 〉 

（１）地域と連携したネットワークづくり・参加支援 

〇必要とする人に支援を届けるため，相談支援に関わる多職種や多機関の連携ととも

に，地域住民や自治会・町内会等の地域住民組織，民生委員をはじめ，地域の多様

な関係者との連携体制を構築していくことが必要です。 

〇地域と連携したネットワークづくりについては，地域包括ケアの実現に向けた取組

みを中心として，地域の見守りや多職種，多機関との連携のほか，社会福祉法人等

との連携など，地域の実情に応じた多様なネットワーク構築に向けた取組みを進め

ています。 

〇複合化・複雑化した課題の背景には，社会的孤立など関係性の貧困があり，自己肯

定感や自己有用感を回復して「やりがい」や「生きがい」を引き出すためには，本

人・世帯が，他者や地域，社会と関わり自分に合った役割を見出すための多様な接

点を確保することが重要です。 

 

（２）様々な課題による権利擁護の必要性 

○市民が自分らしい生活を自分の意思で決定することを可能とする尊厳のある暮らし

は，誰もが望む重要なことですが，現実には，高齢者や障がいのある人，児童に対

する虐待，配偶者による暴力など，市民生活の様々な場面で，人権が侵害される状

況が生じており，社会全体で取り組むべき重要な課題となっています。 

〇高齢化の進展に伴い大きく増加することが見込まれる認知症の人のほか，知的障が

い，精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が，日常生活の基本であるお

金・財産の管理，医療・介護・福祉などの社会サービスを本人の意思に基づき適切

に利用（契約）できる環境を整えていくことが強く求められています。 

 

（３）生活困窮者などへの支援 

〇社会・経済の構造的な変化に対応し，生活困窮者への支援を強化するため，2015

年（平成 27 年）４月から生活困窮者自立支援法が施行されました。制度の背景と

して，雇用状況の変化や少子高齢化の進行，単身世帯やひとり親家庭の増加といっ

た世帯構造も大きく変化していることが挙げられます。 

〇生活困窮者自立支援制度では，相談者の抱える課題を支援員が一緒に整理し，解決

に向けたプランを作成して，相談者に寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 
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〇失業や高齢，障がい，病気など様々な事情で現に生活に困窮している人や，そのお

それのある人が自立した生活を送るためには，早期に支援につなげ，包括的に支援

していく仕組みづくりが必要です。 

 

（４）多様な課題への対応に向けた多機関協働の必要性 

○「複雑化・複合化」した地域生活課題や「社会的孤立」など，医療保険・年金・介

護保険・雇用保険など，個々のリスクに対処する制度体系や，対象者別の既存の支

援制度だけでは対応が困難な課題などが浮き彫りになっています。 

〇複合的な課題を有している事例については，個別性が高いことに加え，その背景に

ひきこもり等の本人や家族の社会的孤立，精神面の不調の問題，教育問題など福祉

領域以外の課題などが関係する場合も多く，本人や世帯の個々の状況に応じた柔軟

かつ継続的な対応が必要となってきます。 

〇少子高齢化の進展に伴い，低額所得者や高齢者，子どもを養育するものなど，住宅

の確保に特に配慮を要する人の，多様化や増加が見込まれます。 

〇このような複合的な課題に対応するためには，相談を受け止める機能の充実ととも

に，特定の相談機関や窓口が全てを丸抱えするのではなく，支援関係者全体が連携

し対応するため，多機関協働を進め，連携の機能を強化することが求められます。 

 

 

〈 施策の方向性 〉 

〇地域と連携して支援を届け，課題を抱えた人の参加機会を確保するため，地域特性

に応じた多様な支援ネットワークの充実を図ります。 

〇関係機関や地域住民と連携しながら，高齢者や障がいのある人，児童に対する虐待，

配偶者による暴力などの未然防止や早期発見，成年後見制度の利用促進など，権利

擁護の取組みの充実を図ります。 

〇様々な課題や事情で生活に困窮した人などについて，早期に支援につなげ，包括的

に寄り添いながら支援する取組みを進めます。 

〇高齢者や障がい者など様々な分野の相談機関や，医療，介護をはじめとした多職種

の連携を推進します。 

〇これらの施策を通じて，包括的な支援体制の構築に向けた取組みを進めます。 
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施策５－１ 地域との連携による課題把握の仕組みづくり 

 

〇社会的孤立など様々な課題を抱える人が，自己肯定感や自己有用感を回復して「やり

がい」や「生きがい」を引き出すため，他者や地域，社会と関わる機会の創出に努め

ます。 

○高齢者や障がい者などの相談支援に関わる多職種や多機関の連携とともに，地域住民

や自治会・町内会等の地域住民組織，民生委員をはじめ，社会福祉法人，福祉事業所

など，地域の多様な関係者による気づきや支援のネットワークの充実を図ります。 

〇社会的なつながりが弱い孤立者などの個別支援にも資するよう，社協等とも連携し，

多様な地域のネットワークと連携した取組みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

ふれあいネットワーク 

＜社協＞【再掲】 

地域住民や団体がネットワークをつくり，高齢者などの見守り活動等を実施 

地域福祉ソーシャルワーカー 

（ＣＳＷ）の配置 

＜社協＞【再掲】 

区社協の校区担当職員を全員地域福祉ソーシャルワーカー（ＣＳＷ）として

配置し，各区社協が蓄積した支援ノウハウや先進事例等を共有し，地域での

見守りの仕組みづくりや居場所づくり，助け合い活動を支援 

ふくおかライフレスキュー事業

への参画 

＜社協＞ 

社会福祉法により社会福祉法人の責務とされた「地域における公益的な取

組み」として，福岡県社会福祉法人経営者協議会と福岡県社協が主管する

「ふくおかライフレスキュー事業」に市社協が参画し，社会的に孤立し，必

要であるにもかかわらず制度やサービス等につながっていない方などに対

し，地域の社会福祉法人と協働して専門性や資源を生かした緊急的支援，制

度の狭間にある生活課題の解決を図る支援を実施 

 

 
関連する施策 

 
  

※「地域包括ケアの推進」高齢者分野に記載予定 

 
関連する施策 

 
  

※「認知症の人や家族への支援の充実」高齢者分野に記載予定 

「子ども家庭支援体制の充実」 

〇子ども家庭総合支援拠点において，子どもプラザ（地域子育て支援拠点事業），民生委員・

児童委員や主任児童委員，社会福祉協議会の地域福祉ソーシャルワーカー，保育所，幼稚

園，認定こども園，地域型保育事業者，学校などの各機関や，居場所づくり等の地域活動

に関わる住民と連携し，より身近な場所で子どもや家庭に寄り添い，課題を早期に把握

し，支援できる地域づくりを推進します。（施策１０）。 

※ 第５次子ども総合計画より抜粋 
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関連する施策 

 
  

※「スポーツ・レクリエーション・文化芸術活動の推進」障がい者分野に記載予定 
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施策５－２ 権利擁護の体制充実とサービスの利用支援 

 

【権利擁護の取組み】 

○高齢者や障がいのある人，児童に対する虐待，配偶者による暴力などについて，未然

防止に向けた啓発，見守りによる早期発見，通報先の周知を行い，関係機関と連携し

対応していきます。 

○判断能力が十分でない人を対象に，契約に基づき，福祉サービスの利用援助や日常の

金銭管理を行う日常生活自立支援事業の普及・啓発とともに，事業の充実を図りま

す。 

 

 

 

 

 

【成年後見制度の利用促進】 

○成年後見制度利用促進のための広報を行うとともに，家庭裁判所，権利擁護の相談窓

口である県弁護士会，司法書士会や社会福祉士会などと，いきいきセンターふくおか

（地域包括支援センター），区障がい者基幹相談支援センター，区保健福祉センタ

ー，市社協との情報共有や連携強化に引き続き努めていきます。 

○国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ，「広報」「相談」「成年後見制度利用促

進（支援内容や後見人等候補者の検討等）」「後見人支援」などの機能を担い，成年後

見制度の利用促進に向けた中核的な役割を果たす機関を設置し，その機能を段階的に

整備していきます。 

○本人の身近な親族や福祉・医療・地域の関係者が，権利擁護の必要な人の発見・支援

に努め，早期の段階から本人と関わり支援できるよう，地域連携ネットワークづくり

に取り組みます。 

○地域連携ネットワークの機能・役割が適切に発揮されるよう，専門職団体，医療・金

融等の関係機関や団体，家庭裁判所，行政等の関係者が集まり，協議できる場づくり

に取り組みます。 

 

  

「児童虐待防止対策と在宅支援の強化」※配置箇所変更 

〇区役所・要保護児童支援地域協議会を中心に，学校や医療機関などと連携し，虐待の未然

防止から，早期発見・早期対応，再発防止，被害を受けた子どもの回復と自立まで，切れ

目のない取り組みを社会全体で推進します（施策１１）。 

※ 第５次子ども総合計画より抜粋 
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【図表〇】成年後見制度に係る地域連携ネットワーク 

 

資料：福岡市作成 

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

市民後見人養成事業 

 

成年後見制度の新たな担い手である“市民後見人”を養成。養成研修を修了

した人は，社協が行う法人後見事業の実務担当者や地域福祉活動の核とな

る人材として活動。また，家庭裁判所から選任された市民後見人が活動する

ための仕組みを検討 

成年後見制度利用支援事業 判断能力が不十分で成年後見の申立てを行う親族がいない高齢者等につい

て，市長による成年後見制度利用のための申立てを行い，後見人などによる

支援を確保。市長申立てにおいて費用負担が困難な場合の申立費用や後見

人報酬を助成 

成年後見制度利用促進体制整備 権利擁護や意思決定支援が必要な認知症や障がいのある方など，成年後見

を必要とする人が制度を利用しやすい社会をつくっていくための取組みの

中核となる機関（中核機関）を開設し，成年後見制度利用促進に向けた体制

を整備 

日常生活自立支援事業 

＜社協＞ 

高齢による認知症や精神・知的障がいにより，日常生活上の判断に不安を感

じている方の日常金銭管理，福祉サービス利用援助，日常生活支援等を実施 

 

 
 

関連する施策 
 

  

※「認知症の人や家族への支援の充実」高齢者分野に記載予定 

 
関連する施策 

 
  

※「権利擁護・虐待防止の推進」障がい者分野に記載予定 
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施策５－３ 生活困窮者への相談支援体制の充実 

 

○生活に困窮している人や困窮するおそれのある人の相談窓口として「福岡市生活自立

支援センター」を設置し，相談者が抱える複合的な課題に対応するため，社会福祉

士，精神保健福祉士，キャリアコンサルタントなどの資格を有した支援員を配置しま

す。 

○生活自立支援センターでは，生活困窮者が困窮状態から早期に脱却するため，本人の

状況に応じた包括的な支援を実施します。 

○直ちに一般就労に就くことが難しい人について，一般就労へのステップアップを図る

ための中間就労による支援を実施します。 

○生活困窮者を早期に支援につなぐことができるよう制度の周知を図るとともに，地域

や福祉事務所，ハローワーク，社協，スクールソーシャルワーカー等の関係機関とも

連携し，地域の中でのつながりを再構築する取組みを進めます。 

○生活習慣や子どもの育成環境に課題を抱えている生活困窮世帯の支援を行い，次の世

代の将来における社会的・経済的自立を進めます。 

○巡回相談によりホームレスの路上からの自立を支援するとともに，ホームレスが抱え

る重複した課題に対して，各自立支援施設が連携して対応していくことによって，地

域社会の一員として自立した日常生活が送れるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「子どもの貧困対策の推進」※配置箇所変更 

〇食事などを通じて大人と関わる場や体験の機会を得られる居場所づくりを行う団体

や地域活動を支援します。また，民生委員・児童委員や主任児童委員，保育所や学

校，区役所（保健福祉センター）などの関係機関，居場所づくりを行っている団体

や地域がつながり，子どもや家庭が抱える困難を早期に把握し支援できる地域ネッ

トワークの構築を促進・支援します（施策１３）。 

【主な事業】 

・子どもの食と居場所づくり支援事業 

・貧困の状況にある子どもを支える地域ネットワーク構築事業 

・スクールソーシャルワーカー活用事業 など 

 
※ 第５次子ども総合計画より抜粋 
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【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

生活困窮者自立相談支援事業 

（生活自立支援センター） 

相談者一人ひとりの状況に応じた支援プランを作成し，就労，生活その他の

自立に関する相談支援を実施 

住居確保給付金 離職により住居を失うおそれのある求職者などに対し，就職活動を行うこ

とを要件として家賃相当額を有期で支給 

就労準備支援事業 農業体験や清掃ボランティア，就職活動に向けたセミナーの開催などによ

り，就労に向けた生活リズムの改善や必要な基礎能力の習得を支援 

認定就労訓練事業 市が認定した民間の訓練事業所において，「支援付き就労（中間的就労）」の

場を提供 

ホームレス自立支援事業 相談員が市内全域を巡回し，ホームレスの状況を把握するとともに，個別の

相談に対応し，路上からの自立を支援 

住居のない者に対し衣食住を提供し，就労支援や居宅移行支援を実施 

子どもの健全育成支援事業 生活習慣や育成環境に課題を抱えている生活困窮世帯に対し，訪問や面談

を通じて支援を実施 

生活福祉資金貸付制度 

＜社協＞ 

経済的自立，生活意欲の助長を図るため，低所得世帯や障がい者世帯，高齢

者世帯に対し，低利子で貸付や支援を実施 

地域の子どもプロジェクト 

＜社協＞ 

子ども食堂などの子どもの居場所の立ち上げ支援や，福祉施設，大学など多

様な社会資源との連携・共働により，地域の居場所での学習支援や生活の知

恵，文化，生活習慣の伝承等を実施 
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施策５－４ 複合的な課題解決に向けた連携強化 

 

〇関係機関や多職種の連携を推進し，地域課題の相談体制の充実や，課題を抱えながら

も潜在化している人などについて早期に支援につなげ，包括的に寄り添いながら支援

する取組みなど，包括的な支援体制の構築に向けた取組みを進めます。 

〇各専門相談機関等が抱える複合化・複雑化した地域生活課題に対応するため，多機関

協働の機能強化に向けた検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「子ども家庭支援体制の充実」 

〇各区役所を子ども家庭総合相談支援拠点として身近な場所での在宅支援体制を強化し，

こども総合支援センター（児童相談所）と区役所の機能分化を推進することにより，児童

虐待の発生・再発の予防などに取り組みます（施策１０）。 

【主な事業】 

・区子育て支援推進事業 

・家庭児童相談室 

・要保護児童支援地域協議会 など 

 
※ 第５次子ども総合計画より抜粋 

「住宅確保要配慮者に対する居住支援の充実」 

１ 居住支援体制の構築 

〇行政と公的・民間賃貸住宅事業者，ＮＰＯ等の民間支援団体などの連携により，低額所得

者や高齢者などの住宅確保要配慮者が，それぞれの状況に応じて適切な住宅を確保でき

るように，福祉的配慮や入居・生活支援などに取り組み，居住支援の充実を図ります。（第

４章 基本方針２） 

【現在の主な事業】 

・福岡市居住支援協議会の充実 

・居住支援法人との連携 

※ 福岡市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画より抜粋 
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【図表○】包括的な支援体制の構築に向けた連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福岡市作成   

【現在の主な事業】 

事業名 事業概要 

いきいきセンターふくおか運営 高齢者の健康や福祉，介護，権利擁護等に関する相談に応じ，身体状況に適

した助言を行うなど，高齢者の自立した生活維持に向けた支援を実施。セン

ターの円滑・適正な運営を図るため，職能団体や介護保険被保険者などで構

成する地域包括支援センター運営協議会を設置 

住まいサポートふくおか 

（福岡市居住支援協議会事業） 

＜市，社協＞ 

住み替えでお困りの高齢者等を支援するため，福岡市社会福祉協議会をコ

ーディネーターとして，入居に協力する「協力店」の確保や入居支援を行う

「支援団体」によるプラットフォームを構築し，民間賃貸住宅への円滑入居

及び入居後の生活を支援 

セーフティネット住宅入居支援

事業 

住宅セーフティネット機能強化を図るため，高齢者などの住宅確保要配慮

者の入居を拒まない民間賃貸住宅（セーフティネット住宅）の登録促進に向

け，入居者負担低減及び居住環境向上のための経済的支援を実施（改修費補

助，家賃低廉化補助，家賃債務保証料低廉化補助） 

 
 

関連する施策 
 

  

※「こころの健康づくりの推進」健康分野に記載予定 
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第３章 成果指標 

本計画に定める「基本目標」に基づいた取組みを進めるために，次の項目を成果指標

とします。 

〈 成果指標 〉 

 

 

 

次回審議予定 
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